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武蔵野市成年後見利用支援センター業務 報告  

 

１  普 及 ・ 啓 発 事 業  

（ １ ） リ ー フ レ ッ ト 配 布   

 

（ ２ ） 講 演 会  

年   度  令 和 ４ 年 度  

開 催 数  １  回  

日 時  

場 所  

令 和 ４ 年 ９ 月 23 日 (金 ・ 祝 日 ）   

武 蔵 野 ス イ ン グ ホ ー ル  1 1 階  レ イ ン ボ ー サ ロ ン  

講 師  み た か 司 法 書 士 事 務 所  稲 岡 秀 之  司 法 書 士  

内 容  
「 わ か り や す い 成 年 後 見 制 度 の お は な し 」  

～ い つ ま で も 幸 せ に 暮 ら す た め に ～  

参 加 人 数  

35 名（ 40 名定員）  

（その他 、事務局 10 名、講師１名 、手 話通訳者 2 名）  

新型コロ ナウイ ル ス感染防 止のた め 、会場定 員の半 分  

（ 40 人）に 限定  

 ※ 詳 細 は 資 料 ３ － ３ の と お り 。  

 

（ ３ ） 市 民 講 座 （ 権 利 擁 護 セ ン タ ー 共 催 ）  

令 和 ３ 年 度 （ 令 和 ４ 年 １ 月 か ら ３ 月 、 前 年 度 未 報 告 分 ）  

 月 日  講 座 名  参 加 者 数  会 場  

１  １ 月 ７ 日  成 年 後 見 制 度 に つ い て  ２  公 社 １ 階 会 議 室  

２  １ 月 24 日  
エ ン デ ィ ン グ ノ ー ト の

書 き 方 講 座  
10 

テ ン ミ リ オ ン ハ ウ ス   

き ん も く せ い  

３  １ 月 25 日  老 い じ た く の 基 礎 知 識  １  公 社 １ 階 会 議 室  

４  ２ 月 24 日  成 年 後 見 制 度 に つ い て  ２  公 社 １ 階 会 議 室  

５  ３ 月 11 日  成 年 後 見 制 度 に つ い て  ４  公 社 １ 階 会 議 室  

６  ３ 月 24 日  老 い じ た く の 基 礎 知 識  14 高 齢 者 総 合 セ ン タ ー  

計  ６ 回   33  

 

 

 

 

資 料 ３ － ２  

令和４年 10 月 21 日 

第 １ 回 連 絡 協 議 会 
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令 和 ４ 年 ４ 月 か ら ９ 月 ま で  

 月 日  講 座 名  参 加 者 数  会 場  

１  ４ 月 ８ 日  
エ ン デ ィ ン グ ノ ー ト の 書 き 方

講 座  
10 公 社 １ 階 会 議 室  

２  ４ 月 22 日  老 い じ た く の 基 礎 知 識   ８  
高 齢 者 総 合 セ ン

タ ー  

３  ５ 月 11 日  成 年 後 見 制 度 に つ い て   ７  公 社 １ 階 会 議 室  

４  ５ 月 26 日  老 い じ た く の 基 礎 知 識   ９  公 社 １ 階 会 議 室  

５  ６ 月 10 日  
エ ン デ ィ ン グ ノ ー ト の 書 き 方

講 座  
 ８  市 民 会 館 ２ 階  

６  ６ 月 24 日  成 年 後 見 制 度 に つ い て   ３  市 民 会 館 ２ 階  

７  ７ 月 ８ 日  成 年 後 見 制 度 に つ い て   ３  公 社 １ 階 会 議 室  

８  ７ 月 25 日  老 い じ た く の 基 礎 知 識   ７  公 社 １ 階 会 議 室  

９  ８ 月 ５ 日  
エ ン デ ィ ン グ ノ ー ト の 書 き 方

講 座  
 ６  公 社 １ 階 会 議 室  

10 ８ 月 19 日  老 い じ た く の 基 礎 知 識  10 公 社 １ 階 会 議 室  

11 ９ 月 ９ 日  成 年 後 見 制 度 に つ い て   ４  公 社 １ 階 会 議 室  

12 ９ 月 22 日  老 い じ た く の 基 礎 知 識   ５  公 社 １ 階 会 議 室  

計  12 回   80   

 

（ ４ ） 成 年 後 見 相 談 会 等 （ 相 談 員 派 遣 ）  

   （ 前 回 連 絡 協 議 会 （ 令 和 4 年 2 月 9 日 ） 後 の 開 催 で あ り 今 回 報 告 ）    

主 催 等  
NPO 法 人 む さ し の 成 年 後 見 サ ポ ー ト セ ン タ ー  

こ だ ま ネ ッ ト  

回 数 ・ 開 催 日  
１ 回  

令 和 ４ 年 ３ 月 15 日  

相 談 人 数 ・ 内 容  

２ 人  

① 成 年 後 見 申 立 て 、 本 人 に 同 胞 が い な い の で 親 な き  

あ と の 課 題 、 医 療 同 意 等  

② 成 年 後 見 申 立 て 、 住 み 替 え に よ る 本 人 名 義 の 不 動  

産 取 得 等  

 

２  相 談 事 業  

（ １ ） 成 年 後 見 相 談    ※ 権 利 擁 護 セ ン タ ー と 共 同 し て 実 施  

 令 和 ３ 年 度 （ 令 和 ４ 年 １ 月 か ら ３ 月 、 前 年 度 未 報 告 分 ）  
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月  電  話  相  談  個 別 相 談（ 面 接・

訪 問 等 に よ る ）  

計  

成 年 後 見  権 利 擁 護  そ の 他  小 計  

１  ６  ４  １  11 ７  18 

２  ４  ６  ２  12 ４  16 

３  14 ０  ２  16 12 28 

計  24 10 ５  39 23 62 

 

令 和 ４ 年 度 （ 令 和 ４ 年 ４ 月 か ら 令 和 ４ 年 ９ 月 ）  

 月  
相 談  

実 件 数  

内 容 （ 重 複 有 ）   

内 容  

計  

制 度  

説 明  

親 族 に 対 す

る 申 立 支 援  

後 見 人 等  

へ の 支 援  

そ の

他  

４  15 ４  ９  １  ５  19 

５  ９  ６  ４  ０  １  11 

６  14 12 ６  ０  ２  20 

７  11  ６  ６  ４  ５  21 

８  ７  ５  7 ４  ４  20 

９  17 13 10 ５  ９  37 

計  73 46 42 14 26 128 

 

（ ２ ） 相 談 内 容 概 観  

〇 成 年 後 見 制 度 の 概 観 と 申 立 方 法 〇 任 意 後 見 契 約  〇 成 年 後 見 人 業 務      

〇 成 年 後 見 申 立 て と 障 害 者 の 親 な き あ と の 対 応  〇 生 活 保 護 受 給 者 金 銭 管 理  

〇 成 年 後 見 制 度 批 判  〇 地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業  〇 家 族 信 託  

〇 成 年 被 後 見 人 の 本 人 に よ る 成 年 被 後 見 人 た る 子 の 生 活 費 の 負 担 に つ い て  

〇 老 い 支 度 と 没 後 対 応  〇 入 院 時・入 所 時 の 身 元 保 証   〇 任 意 の 金 銭 事 務 委 託    

〇 複 雑 な 家 族 関 係 と 相 続 事 務 の 未 執 行  〇 自 筆 証 書 遺 言  〇 施 設 へ の 苦 情  

 〇 隣 地 の 不 動 産 ト ラ ブ ル  〇 施 設 入 所 者 の 粗 暴 行 為 と 入 所 契 約 解 除  

〇 金 融 機 関 に お け る 預 貯 金 の 払 い 戻 し （ 本 人 は 住 所 氏 名 の 記 載 が 可 能 で 、  

預 金 の 払 い 戻 し の 明 瞭 な 意 思 が あ る が 、 金 融 機 関 の 硬 直 的 な 対 応 で 事 務 が  

拒 否 さ れ た ）  

＜ 所 感 ＞  

相 談 を 通 じ て 事 前 の 適 切 な 老 い 支 度 の 必 要 性 を 痛 感 し た 。  

身 元 保 証 に つ い て は 信 頼 に 足 る 民 間 事 業 者 の 不 存 在 が 不 安 の 要 因 と な

っ て い る 。  
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（ ３ ） 法 律 相 談 （ 弁 護 士 ）  

①  第 ２ 火 曜 日  特 別 顧 問 弁 護 士 に よ る 成 年 後 見 等 法 律 相 談  

令 和 ３ 年 度 （ 令 和 ４ 年 １ 月 か ら ３ 月 、 前 年 度 未 報 告 分 ）  

月  
成 年  

後 見  

権 利  

擁 護  
そ の 他  計  

 １  １  ０  ２  ３  

 ２  １  ０  １  ２  

 ３  １  ０  １  ２  

 計  ３  ０  ４  ７  

＊ そ の 他  相 続 、 遺 言 、 不 動 産 ト ラ ブ ル  

 

令 和 ４ 年 度 ４ 月 か ら ９ 月  

月  
成 年  

後 見  

権 利  

擁 護  
そ の 他  計  

４  ０  ０  ０  ０  

５  ２  ０  １  ３  

６  ０  ０  ３  ３  

７  ０  ０  ２  ２  

８  ０  ０  １  １  

９  １  ０  ２  ３  

計  ３  ０  ９  12 

  ＊ そ の 他   

有 料 老 人 ホ ー ム と の ト ラ ブ ル （ 情 報 開 示 ） 、 老 い 支 度 と 没 後 処 理 、  

  不 動 産 ト ラ ブ ル 、 事 実 婚 と 遺 族 年 金 受 給 、 親 族 関 係 の 不 調 と 調 停 申 立 等  

②  第 ４ 水 曜 日  高 齢 者 に 係 る 一 般 的 法 律 相 談  

令 和 ３ 年 度 （ 令 和 ４ 年 １ 月 か ら ３ 月 、 前 年 度 未 報 告 分 ）  

月  
成 年  

後 見  

権 利  

擁 護  
そ の 他  計  

 １  ０  ０  ２  ２  

 ２  ０  ０  １  １  

 ３  ０  ０  ０  ０  

 計  ０  ０  ３  ３  

＊ そ の 他  相 続 、 親 族 関 係 不 調  
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令 和 ４ 年 度 ４ 月 か ら ９ 月  

月  成 年  

後 見  

権 利  

擁 護  
そ の 他  計  

４  ０  ０  ０  ０  

５  ０  ０  ３  ３  

６  ０  ０  ３  ３  

７  ０  ０  ３  ３  

８  ０  ０  ２  ２  

９  1 ０  １  ２  

計  1 ０  12 13 

＊ そ の 他   遺 言 、 相 続 、 不 動 産 ト ラ ブ ル 、 債 権 回 収 、 過 払 い 金 等  

 

３  利 用 促 進  市 民 後 見 人 養 成 講 座  

・ 令 和 ４ 年 度 は 市 民 後 見 人 養 成 事 業 で ２ 講 座 を 担 当  

年   度  令 和 ４ 年 度  

名 称  令 和 ４ 年 度 ７ 市 合 同 市 民 後 見 人 等 養 成 講 習  

実 施 日  

令 和 ５ 年 １ 月 23 日 か ら ～ 令 和 ５ 年 ２ 月 20 日  

各 社 協 が 講 座 を 担 当 、 全 ５ 回 。  

オ ン ラ イ ン な い し 福 祉 公 社 に て 座 学 で 実 施  

福 祉 公 社  

担 当 講 座  

・ ２ 月 ６ 日 (月 ) 10:00～ 12:00  

科 目 ： 消 費 者 被 害 の 実 態 と そ の 対 応  

講 師 ： 武 蔵 野 市 消 費 生 活 セ ン タ ー  

・ ２ 月 16 日 (木 )  13:30～ 15:00  

科 目 ： 医 療 的 ア プ ロ ー チ  

『 認 知 症 の 方 の 見 え る 世 界 を 理 解 す る 』  

講 師 ： の ぞ み メ モ リ ー ク リ ニ ッ ク  木 之 下 徹 医 師  

＊ 7 市  三 鷹 市 、 小 金 井 、 小 平 、 東 村 山 、 東 久 留 米 、 西 東 京 、 武 蔵 野 各 市  

 

４  機 関 間 連 携 概 要  

（ １ ） 出 席 、 レ ジ メ 提 供 等 に よ る 機 関 間 連 携  

① 在 宅 介 護 ・ 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 連 絡 会 議 （ 月 1 回 ）  

② 在 宅 介 護 ・ 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 社 会 福 祉 士 連 絡 会 （ 月 1 回 ）  

③ 在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー 長 へ の 情 報 提 供  

＊ レ ジ メ 内 容  

〇 月 次 相 談 実 績 報 告  
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 〇 困 難 事 例 紹 介 、 事 案 の 論 点 整 理 や 対 応 の 報 告  

  〇 事 案 に 対 す る 福 祉 公 社 の 対 応 プ ロ セ ス に つ い て  

  〇 特 別 顧 問 中 山 二 基 子 弁 護 士 カ ン フ ァ ラ ン ス で の 重 要 事 項 報 告  

  〇 そ の 他 情 報 提 供  

   ・ 令 和 3 年 の 成 年 後 見 利 用 状 況 概 括 報 告  

・ 市 区 町 村 申 立 て の 増 加 に よ る 市 民 啓 発 の 必 要 性 や 地 包 括 支 援 セ ン タ ー  

    の ニ ー ズ 発 見 機 能 の 充 実  

・ 相 続 財 産 管 理 人 選 任 申 立  

・脆 弱 性（ Vulnerability）と 法 に つ い て（ 脆 弱 性 は 新 た な 高 齢 者 支 援 の 根 拠  

と な る の か ） 等   

 

（ ２ ） 成 年 後 見 関 連 の 処 遇 打 ち 合 わ せ 会 出 席  

  基 幹 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 、 在 宅 介 護 ・ 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 等 の 養 成 で  

 事 案 の 解 決 の た め の 成 年 後 見 利 用 の 協 議 に 参 加  

 

（ ３ ） む さ し の 成 年 後 見 サ ポ ー ト セ ン タ ー こ だ ま ネ ッ ト 事 業 へ の 参 加  

「 障 害 者 の 親 族 後 見 人 の 集 い 試 行 事 業 」 7 月 20 日 （ 水 ） 13 時 か ら 15 時  

  

 


